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災害発生から復1日まで （兵庫県洲本土木事務所の対応）
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〇査定について

〇兵唐票南部地農 建設省所管緊急査定質問集

兵庫県南部地震による被災建築物のパトロール
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応急仮設住宅の建設戸数

兵庫票洲本土木事務所管内の被害状況
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災害発生から復1日までの工程（兵庫県；州本土木事務所の対応）

洲本土木事務所は災害発生直後から、管内の被災箇所の現況を把握するため現地調査を実施
した。また、余震による被害の拡大などに対応するため、バトロールを実施した。
バトロール実施箇所は、建設省所管の公共施設（道路、橋梁、河l1|、砂防施設、海岸）なら

びに運輸省所管の港湾施設である。
現地調査やバトロール、査定などの工程を経て、復旧工法を決定し、工事着工となる。

榊1本士木事務所管内 建設省所管公共±木施設 復1日フロー

現地調査 被 災報告 事前協議

パトロール

麗よ央お
費

法
業

工
事

着工

0パトロー）レ
道路、橋梁、河川、港湾•海岸等、公共土木施設について、余震による更なる被災や大型車輌の通

行による損傷を点検するため、パトロールを連日実施した。

《道路 ・橋梁バトロール》
震災後、直ちに被災箇所の道路バトロールをおこなった。

特に、地震災害であるため橋梁の点検に重点を置き、橋長 15m以上の橋梁についてはすべて調査

すると共に橋長が 15m未満であっても、特に危険と思われる橋梁については、調歪の対象とした。

相次ぐ余震や、救援物資の輸送、救援活動のための大型車輌の通行により、 更に被災損傷箇所が拡

大する恐れがあるため、連日道路バトロールをおこなった。

橋長15m以上 橋長15m未満 合 計

管内全橋梁数 72橋 270橋 342橋

点検実施数 72 42 114 

被 災 数 4 1 5 
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震災直後は、道路管理パトロール隊からの無線による被災報告が途絶えることなく入り、対応しき

れない状態であった。したがって、翌日からは、路面のクラックの応急処置や、崩土、倒壊家屋、ブ

ロック塀倒壊等の処圏等については、路線 ・区間を定めて、建設業者に道路バトロールを委託し、交

通の安全確保に努めた。

さらに、家屋等の取り壊しが開始されると、廃材が運搬途中に路面に落下し散乱したため、道路管

理バトロール隊によるトラック班を編成して除去にあたリ、道路バトロールの強化を図った。

《急傾斜地防災パトロール》

北淡路を中心とした急傾斜地の土砂くずれ等による二次災害の発生予防に努める急傾斜地防災パト

ロールを実施した。事務系（総務 ・管理 ・用地）の職員と、技術系（本所を除く 推進室・ダム室）

の識員で構成し、地盤が緩み危険のある箇所をパトロールすることにより災害の防止に努め、地元任

民の不安が少しでも和らぐよう会話にも気配りし、現状把握に努めた。

《道路上に倒壊するおそれのある建築物等の処理》

震災により側壊の危険があり、緊急に除去すべき建物等を調査。建物撤去が公費負担となったこと

から、地元市町に対し、通行に支障を来すと思われる物件の優先撤去を要請した。特に危険度判定で

Aとなったものについては、最優先でお願いしたが、道路上に倒壊してしまったものは当所にて除去

した。

《河川 ・砂防バトロール》

震災後直ちに河川 ・砂防の被災箇所調査を実施した。特に砂防施設については、津名郡6町（津名

町、淡路町、北淡町、一宮町、五色町、東浦町）の 11 0箇所余を点検した。

その結果、河川災害 15箇所、砂防施設災害3箇所、急傾斜地崩壊対策施設災害2箇所を査定提案

することとした。
これと並行して、北淡路を中心に野島断層沿いの地域で危険箇所調蓋を行い、緊急砂防事業2箇所

（北淡町）緊急地すべり事業4箇所（津名町、北淡町）を提案することとした。

《港湾 • 海岸バトロール》
地震後、直ちに港湾•海岸施設の被害状況の調査を行うと共に、重要施設の応急工事を実施した。

特に、緊急救援物資輸送船が着岸できる岸壁の確保および輸送路の整備、公共ターミナルの利用者

通路の整備、漁船水揚げ施設の整備を緊急に実施した。

また、被災家屋の廃材処理場として、緊急的に埋め立て地の利用をおこなった。

管内港湾数 内 応急工事実施港湾 芍 廃材処理港湾

1 5 1 2 3 

0緊急救援物資運搬船の受け入れ
陸送が不可という情勢で、海路の運搬が検討されたが、当土木事務所管内の北淡路の港湾はいずれ

も大きく被災していたため、津名港の一部岸壁と都志港を緊急救援物資運搬船の受け入れ港として体

制を整えた。震災直後、淡路島は本土との運送手段が断たれてしまったが、結果的には、四国からの

陸路が正常に機能していたため、緊急救援物資の受け入れは比較的スムーズに行われ、イ系船実績はわ

ずかであった。
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査定について
現地調査ならびにパトロールの結果をとりまとめ、被災箇所の復1日に、技術・エ費等さまざまな面か

ら検討し、最も適している工法を選定するための査定を実施した。

阪神 ・淡路大震災 兵庫県洲本土木事務所管内査定実施工程表

建設省所管分 （件） 運輸省所管分 （件）

日 程 甲災乙災 計 日 程 甲災 乙災 計

第2次査定： H?.3.6~3.10(2班） 51 199 蕊 第1次査定： H7.3.13~3.17 39 39 

第3次査定 ：H?.3.27~3.31 11 99 110 第2次査定 ：H?.4.25~4.28 38 2 40 

第3次査定： H?.3.28~3.31 18 26 44 

第4次査定： H?.4.17~4.21 4 oo 84 
第6次査定 ：H7.5.29 6 6 

第8次査定： H7.5.29~5.30 8 8 

第11次査定： H7.7.5~7.6 4 4 
ヽ 計 84 422 506 

ノ 計 77 2 79 c:, 、コ
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兵庫県南部地震

建設省所管緊急査定質問集

平成7年2月6日

兵庫県）、州本土木事務所
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兵 暉 県 南部地震 建設省 所管緊急査定質問事項

番号巳ぷ丑；雰冠：三泣事:>50m 

※参者大型プロックはH~7.0m

また、積ブロック全体でなく部分的に
クラックの入っている場合は、次のとお
りとする。

"" 

三：プ：ック
21アスファルト舗装の亀裂が町管内の路線 あくまでも路線単位である。

全体に入っている場合、 1設計書として 更に、 1件の取り扱いは、 50m未満で
申請できないか。 ある。

被災箇所が2路線にまたがつているよう
な箇所について、 1件として申譜できな
いか。

際則として2蕗線となるが、被災の大き
い路線にまとめて申請しても良い。
ただし、被災の少ない路線の被災区間は
500m未満とすること。

2路線に50m未満で被災している場合 あくまでも路線単位であるので、 2路線
は、 1件か、 2件か。 で申請。

31コンクリート舗装で路盤工なしでしてい 路盤なしでも申謂は可能であるが、復IB
る場合の申請方法 1方法は次のとおりとする。

わース1|
コンクリート舗装版が破壊した場合

／／／／／／ 望 コンクリート匹

ぷ喜哀翌翌・.：::：五．喜窯：忍忍忍忍：·：；•: ]/ <¢ 暉エ（応砂）

ウース2|
コンクリート舗装版にクラックが入り
打ち替える場合

／／／／／／ エ翌
:•:•:•:·:·:·:·:•:•:·:·:·:9:<•:•:·:9:·:•:9:·:·:·:·:•:•:9:.:·:·:9:9:{•F: 

T ,¢ 

コンクリート縞装

禰充材(9わシrう9)

41舗装復1日に際し、土質胴査を計上できる Iできない。
か。

1/5 
備考
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兵庫県南部地震 建設省所 管 緊 急 査 定 質 問 事 項 2/5 
番号 質＿問 ＿事項 回 答 備者

51舗装の亀裂等の採択埜準は、どの程度か 際則として、路盤まで破損している場合 ※住民感情もふまえて至本的
らなのか。 1である。 にはシールコートで補修す

ゎース1i るよう努めること。

／ ク

表層工
2.5m 
H 

／ 
日J.6

センター打纏が111lいた 路盤工

抄ース2|

戸4 |...,.| 

ニ ークラノク
I.Om 

I4 
I.Om 

|、 申請延長 、1
※£が長い滉合は現況のまま残すこと

クラックの深さの判明できる写真を添付
のこと

61町道敷内に布設している下水溝及び下水 I採択できない。
蓋の復旧は、道路災害として申請してよ
いか。

71民家の塀及び擁壁が道路にもたれ掛って 1道路区域外はだめ。
いる場合、個人で復1日能力のない場合、
道路災害として撤去できないか。

8 I民家が町道へ倒壊したが、その撤去費が 応急本工事として取り扱い、兵庫県と神
災害の対象にならないか。 戸市は土木事務所管内を 1件工事とし、

他市町は各市町毎に 1件工事ととして取
り扱う事ができる。

ガレキ処分で仮遣きが必要な場合は、仮
匿場までの運搬費等を含めて査定設計書
に計上する。

投棄料は査定設計書に計上しない。但し
実施設計では計上する。

91河川復1日の茎準及びプロック環渇さは。 河川計画が策定されているところについ
ては、原形復1日ではなく、計画案で申譜
のこと。
但し、必要に応じて落差エ、帯工及び根
固め工等を、申請のこと。

プロック積高は、前項のとおり。

1 o I道路と河川の兼用工作物の提案方法は、 道路災害、河川災害で分けても良いが、
どちらですべきか。 効果大の方で、 1件とし甲謂したらどう

か。

※センター打継で段差が生じ
ている場合は、半幅の打替
とする。

1 1 I護岸から上に宅造でプロックを積んでい 1できない。
たが、護岸欠壊と共に宅地のプロックが 河）II護岸までの復1日とする。
落ちた。この場合背後のプロックも提案
できるか。

ケース

口＼王
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兵庫 県 向部地震 建設省所管緊急査定寅向事項
番号 質問事項

1 2 1側溝の復1日にあたって床堀で支陣となる 1補償工事費で計口：のこと：
物件の取壊し及び機能回復を計上できる
か。

3/5 
備考

プロック塀

1 3 I路床までクラックが入っている場合に路
床1.Omの地盤改良が提案できるか。

液状化現象により路面磯没しており深 し提案可能。
さ0.7mぐらい亀裂が入っているが、設計
に当たつて1.0mの路床の地盤改良が提案
できるか。

1 4 I農地、町道、県道及び河川等被災した場
合の申請方法及び工法について。

1 5 I地すべり状態で道路及び農地がすべつて
いる。設計にあたつて、すべり面から復
旧する設計でよいか。
又、実施に当たっての調査費の計上がで
きるか。
他省との合併施工となるか。

建設省 ， 農水省 罷設省 晨水省

"月）III顆'111水畠 県道

上記の様に各管理者毎に申請すること。
県道より上の土塊は県道で抑止できるエ
法で申請。

町道

＼ ぺり面

地すべりを考慮した申謂とする。

この場合の抑止杭等は道路のみを対象と
する。

地すべりを考慮した調査費として、爪．ーリ
')グを2本行う。内1本は単費でまかなう。
事前協議の結果、査定官に追加を認めて
いただく場合があり、この時は災害費で
計上できる。
他省の合併は特に考えてなくても良い。

農道 し農地

ラ
7
 

農水省

農地

建設省、ト
道路
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兵 庫県南部地震 建設省戸斤 管 緊 急 査 定 質 問 事 項

門I溜池との兼用:：勿の事舗装:IB（こついて 1 回 答

溜池本体も被災しているため農林の災害

も申謂するが、舗装復1日も申請したい。

申請区分について検討いただきたい。

溜池の護岸部と併用しているアスファル

ト道路であるが、溜池の路肩部で一線上
に亀裂段差が生じている。

H.W.L 

●

v.
 

クラック

路盤工より上は道路災害で提案可能

路床も被災している場合は、道路災害で

提案しても良い。

上記いずれにしても農災との二重採択防

止の手続きは行っておくこと。

舗装復旧

ロクラック
路盤工

1 7 I；舌断層滑りの真上の道路であり、従来の 1活断層に対応できるエ法はない。
復1日方法では、亀裂等の不安が残る。 したがつて従来どおり考えられるエ法で

提案のこと。

1 B I積プロック目地箇所の天端のくい違いは 安定勾配より不安定になっているわけで

積プロックのやり替えで申請して良いか 申請すれば採択になるでしよう。

但し2~3cm程度のズレでやり替えをしな

2~3CIIのズレ
| くてはならないことが、対住民感情とし

1「/
てどうだろうか。

I構造物より上に、あるいは下に人家等が
あり崩壊することにより、大きな被害の

I ‘̂ 恐れのある場合は、申請して下さい。

又、親光地等で美観をそこなうと判断さ
れる場合は可能です。

いずれも道路管理者あるいは、河川管理
者で十分判新して提案のこと。

1 9 I法面崩壊し浮石がある。浮石の取除きは 浮石の取除きの提案は可能である。

災害で提案しても良いか。
又、取除き後、法面防護工を計上したら

訂こ どうか。但し、施設を含めて道路敷とす

ること。

擁壁工＋ストンガード工法でも良い。

き済

4/5 

備考
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兵庫県南部地震 建設省所管緊急査定質問事項

門I法面が滑動：こ：上擁：エがズレて 1提案可能。 回 答

いる。

5/5 
備 ＿ 考

町道 町道

2 1 I海岸護岸は兵庫県管理となつているが、 1・

背後の町道（コ幅員6.0mあり管理範囲が横
断の途中でわかれます。申譜はどの範囲

で、すればよいか。

兵庫県申誼

（濤岸願岸として寄付申出の区減）

S =<1/100 町道認定範囲

町道申讀

町として
寄村する匹或

-LI 
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兵庫県南部地震による被災建築物のバトロール
および応急危険度判定について

〇兵庫県洲本土木事務所建築課によるバトロールを実施
洲本市、津名郡各町の該当建築物45件について、建築物の

所有者、占有者に危険である旨を伝えると共に、通行人に注意

を促すために右のような貼り紙をした。
(1月 18巳～ 1月23日）

〇兵庫県危険度判定本部 (43名）を設置
団 長：建設省、リーダー：静岡県 5名、

判定士：乗京都、神奈川県、鹿児島県、香川県、

愛媛県、高知県、徳島県等 32名

兵胴県 5名

(1月2 4日）

◆兵庫県危険度判定本部によるバトロールを 17班編成で実施

運

覧
IB. 洲本

2士

予盃
3 務

:<
課

旦， '--疇一~

ち の

含た旦は
り危険

畠で
ら す
なの
い で
で ‘

足
さ
し＼

゜

建築物の構造別危険度判定シート（木造用、鉄筋J‘)クリート用、鉄骨用）を用い、島内のアバート、

共同住宅等について、外観目視による応急危険度判定を構造別に行い、飼査済みの建築物に、危険

度により、
・危 険ー使用不可（赤シール）

・要注意ー一時立ち入り可（黄シール）
・調査済ー使用可（緑シール）

のシールを貼つだ。
(1月25日～ 1月27日）

♦兵庫県危険度判定本部を兵庫県洲本土木事務所建築課内に移設
引き続き応急危険度判定を実施した。
判定総件数は834件。結果は、下記の表のとおり。

(1月28日～ 2月3巳）

R（社）兵圏県建築土事務所協会淡路支部、（社）兵庫県建築土会淡路支部による

ボランティア
毎日15名の会貝が、現地調査および一宮町商工会館2階会議室内において、被害住宅、被害店舗

住宅の相談にあたった。総件数は、669件。
(1月26巳～ 2月6巳）

洲本士木事務所管内 1市 10町 建物危険度判定結果

洲本市 津名町 淡路町 北淡町 一宮 町 五色町 東浦町 緑 町 西淡町 三際IBJ 南淡町 計

木 赤 2 29 3 12 12 1 1 1 4 2 

゜
67 

x 、と 黄 45 33 3 4 2 

゜
6 

゜
1 

゜゜
94 

冑 144 53 3 

゜
1 2 2 

゜
2 

゜゜
207 

計 191 115 ， 16 15 3 ， 1 7 2 

゜
368 

鉄 赤

゜
1 

゜
5 

゜゜
D 

゜゜゜゜
6 

筋 黄 2 3 4 5 

゜゜
3 

゜゜゜゜
17 

青 103 34 18 26 11 14 23 

゜
33 

゜゜
262 

計 105 38 22 36 11 14 26 

゜
33 

゜゜
285 

鉄 赤

゜゜゜゜
1 

゜
1 

゜゜゜゜
2 

骨 黄 2 10 1 1 1 

゜
1 

゜゜゜゜
16 

青 118 18 4 10 

゜゜
4 

゜
， 

゜゜
163 

計 120 28 5 11 2 

゜
6 

゜
， 

゜゜
181 

シ 赤 2 30 3 17 13 1 2 1 4 2 

゜
75 

I 黄 49 46 8 10 3 

゜
10 

゜
1 

゜゜
127 

ル 冑 365 105 25 36 12 16 29 

゜
44 

゜゜
632 

別 計 416 181 36 63 28 17 41 1 49 2 

゜
834 
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1木造建築物用調査シート

木造建築物の応急危険度判定調査シート
整理雷号 ： 書 調査日時 ： 年 月 日 午前／午後―――吋

虜査回敗 ； 回目 調査者 ：

1．建物概要
I.I 建物名称

所属；

I. 2 所在地 市 町 丁目

郡 村 大字 番地

I. 3 連絡先氏名 電

1. 4 建物種別

口住宅

□事務所

□旅紐

口アバー ト

ロ学校
〇病院

口店
ロエ湯
□台

1.5 這築年度 （斬繁年度 ：増改築年度 ） 

l. 6 階敗

〇平関 02階逹 口その他 （

l. 7 I 階床面積 (_m • （ 坪））

l.8 外装仕上げ

□ラスモルクル □金属板 〇ポード類 口その他 （

2．建物調査

〇店縛併用住宅

口倉庫

口その他

( l  

Aランク 8ランク Cランク

2. I 達物の不問沈下

2.2 建物 1階の傾斜

2.3 内外装仕上

2. 4 落下物の危険性

瓦

□不同沈下がないか 口床、屋根の蕗込み □小屋組みの破壌、

あっても軽微 浮き上が9)が著し 床全体の沈みこみ

Iヽ

□1/60以下 □1/60を越え1/20以 口1/20を越える

下

〇わずかなひび書）れ □大きな亀裂、剥戴 口亀裂、剥紅により

百下の恐れ

口危険性なし E餘去により危険回 □危険性あり

若可能

外峻材 口 ロ ロ
ロロ
D 0 

ガラス ロ
その他（ ） 口

3．調査結果
3.1 潤 査結果のまとめ

A'ンクの数 (

3,2 危険度ランク

Bランクの敗 (

口危険 ；Cランクが 1つでもある

〇要注愈 ：Cランクがなく ．A及びBランクのみの場合

口安全：全てがAランク

3.3 コメント

達物 （

百下物 （ 

Cランクの数 （

危険ー使用不可 （赤シール）

要注意ー一時立ち入り可 （黄シール）

要注意
（応急危険度判定結果）

この建物は、使用しないでください。
この建物に立ち入る場合にも、十分
注意してください。

なお、応・的に襴濾する湯合には、●纂士に桐麟してください．

注記 ..,....．． 一I二員二：＂「― .．“.．．
m・・わ曾受●● I | 

重心 ．言●●● I 

調査済一使用可 （緑シール）

調査済
（応亀危険震判定結果）

この建物を応急に調査した結果、
大きな被災は見当たりません。

二 芸二・

危険ー使用不可 （赤シール）を貼った家屋

北淡町富島地区
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1鉄筋コンクリート用調査シート 1鉄骨建物用調査シート I

鉄筋コンクリ ート造建築物の応急危険度判定閲査表

誓糎 砂 ： 笞 贋Jin叶 ：一年ー"—H 午籠／午桟一 叶

讀虻回数： loon 層：虻 t:

所 属 ：

鉄骨造建築物の応急危険度判定閲究表

蟄J!I雷号 ： 嘗 翼Jf.Bot:_ lf.一 ＂一 日午11／午餞一 峙

“在回紋 ： 回日 震 丘 古 ：

所爾：

1璽霙物罠聾
I.I 達纂柏名体
1.2 甕蔓檀所在地
1.3 所布會 遵範元

1.4 遅蛇寺 油先＿
1.5 這甍檜用途 口事務所 口住宅 口共同住宅 □8鯖 口工湯 〇倉庫 □字校

"9数選択可）口伐育所 □庁9 □公民鯖 口体育鰭 □病只 口その蝕 （ ） 
1.6 嶋 遺 糟 害 C鹸氾コン9,}-HS □ブレ..ャスト コンクリーり這 〇ブロ•，ク造

E邊"""3コンク 1J-9這 □併111構達 （ 這レ 這）
I. 7 膚 透形式 口,-,ン檎遣 口鸞式檎遠 口その1 111(-)
1.8 逹集枷煩鑽地 卜 ” 地下一 隋 篇”一 Iii I層寸法 ：約 mX約 o 
1.9 外債は上9f口＂放し Dモ，，タル ロ9イル ロ石貼り 口9ーテンウ真ール

（復飲選択町）口PC帳 □ALCl!i 口ブ09ク ロそ99触

?“II●董
2.1 鴫透慰体 Aうンク Bうンク Cうンク
2.1.1 地儘破讀9こよる建蔓掬全体の沈下 口0.2m*ill □0.2-1.0m QI.Omを岨える

2.1.2不同沈Tによる達築檜全体の”H DI賓 (1/60)未濱 □1賓～2賓 口2賓 (1/30）を1il
える

2.,.3 ,-ノン鳩遠の外層Uの彼害

（胃査階 Iii外任霰贄 中 ●葺Lt-1'胃査1.t寧-- %l
1)1員這皮JVの往本鮫／●査往＊餃 口10％未潰 口10-- 0Z0％を絨える

2/横傷置Vのむ本鮫／翼葺仕本飲 口 1％宋潰 □l-10% 口10％を超える
3)一兄してC9ンクと分かる場合・・・・・・ ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ロ

2.1.4 鸞式構這の外鷺の被害
償ぼ階 階外璽総長さ ~ Ill葦璽長さ m Ill賣量亭ー ％） 

I/隕潟賓JVの鷺長 さ／調査累長さ □1”‘朱讚 口10一硲 E困”“1i!1える
2) I員瀑賓Vの聾長 さ／翼葺覧長さ □1％未濱 口I-1”ヽ ロD％を岨える
3)一見 してCランク と分かる場合．． ．．．．．．．．． ．．． ．．．．．．．．．． ．．．． ・ロ

2.1 構這艇体，，外観舅畜
I)筏災賓9ンクの散 ＾＇ンク ー Ill B9ンクー Ill c,ンクー Ill
2)損償賓Cl以上の！員傭響t9のW慧 □覺 cr" 

2.2 111下檜 ir 
l)窓ガ9スの破lJl D 
？）外裟材 口

90モルクル □94ルロ石貼り）
3)外 装材 口

(□PC阪 口ALCIN口プロック）
4 1庇．,,ルコニー ロ
5)バ9ベブ， ロ
6)翌上広告搭 口
”キュウビクル ロ
8)クー，}ング9ワー ロ
9) 9 4ンドクーラー ロ
10)、9ン1,,.,1 D 
11)塁上煙突 口
12)その伯 （ ） 口

2.3 転艇枷 '" 
l)霞外隈段 口
2 ) プロ •，ク糎 口
3）軽池9ンク 口
9）自動霰売柵5 ）その他~I El 

A 9ンク

□1％未渭
ロ9まとんど愚慎書

ロ立て目地のされ

っn璽
〇傾おなし
口傾斜なし

口傾以なし

ロ畑 なし
〇鱗斜な し
口 Iなし

ロ帽斜なし

□鱗がなし

n 
A9ンク

口傾沿なし

〇傾沿なし

□傾針aし
□鯛鉗な し
n 

a,ンク

DI~10% 
ロ肥；；的ひび9Jれ

船；；引饉

E応I49膚が見 ら
れる

〇璽かな傾
E漬 がな帽糾

D置かな傾鉗

Dllかなか

□llかな帽糾
D置かな鯛糾

E瀑［かa燦
D1l•かな縄糾

0 
89ンク
〇霞かな畑

〇置かな傾糾
口置かな傾糾

D●がな隣

D 

c,ンク

口10％を絹える
C寓薯なひびIJれ

賣薯な剥●

ロg地ずれ書
否蜻膿

ロ鰻絹が明霧
口が明鰊

□隕錢が明鼈
D鱗日が明朦

D隕Uが明讀
D鱗斜が岨”

□隕錢が明檀
ロが明覆

□ c,ンク

ロ畑 が明讀

ロ鯖が明嗽

□傾料が明陳
ロ饒が明鵬

D 

2.2 loよび2.3!i!下捻 ・転開論の外観翼査

I)寇下掬 ・転紐被災霞9ンクの敗 A9ンクー Ill Bクンクー Ill c, ンク―•

3．内部瓢董
3. I 構造慰体 A,ンク B9ンク Cランク

3.1.1 ~ーメ ン鳩遣の内往の桟害
(1111葺階 隕内1t総数 本 舅査It_ *肩膏U事=- ")

1)横鳩賓＂ のI庄 餃／翼葺紅＊敗 010％未ill □10～⑳％ E広％を岨え る
2) IJl11賓Vのに本敗／舅葺tt＊敗 口 1％未漕 口 1-101- 口10％を絨える
3 ) 一更してC ラ ンクと分がる場合．．．． ．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．…••••••• ロ

3.12 .Ill式構這の内鸞の桟害
（躙査層 階 内塾総曼さ m 貫童璽長さ m 鯛査塾庫一 ％） 

I)損傷度"’9壁畏ざ／霧葺璧長さ □10％朱讚 □10→ ro% 口刃％を岨える

2)揖“震Vの鸞JIIE／舅董鸞長さ 口 1％未潰 □1-10% 口』0%を婦える
3 ) 一見レてc• ンクと分かる場合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＂．．．．．．．……．．．．．．．．．……••ロ

3.1 嶋這衝体の内鬱胃賣

I)霰災賓ランクの飲 ＾ランクー Ill B9ンク＿膚 Cランク＿．
2) !JI儡賓日以上の1J1償鄭けの賓燭 □ 口宵

3.2 IJ下拾 ・転偏稔
1)天井仕上げ
2)天井の照明臼A
3)天井の空冑辺μ

り天井 ・量の吊 り下りZ員
5)閏f士切り鸞
6)内雹層れ
7)その地 イ ） 

3.2 町打・転属籍の内罫調賽

I)窃下“'． 9項＂ の11災11t.,ンクの歓

クン
全
全
全
全
全
全
金

品
q
隣
屯
浸

宵ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

”mmm 

甚
8
B
E
-
t
i
煕
i

c,ンク

E 下危険有

［？苓下危険刊
E 下危験冑
ロ ・下危険囀

口露険育

ロ毬下危険n
□苔下髯険"

A'ンク 111 B,ンク ● c,ンク 111 

，ヽその他
,.1 讐檜達蔓わ専の阻績等1こよる危険 〇危険なし □不明罐 口露険あ り

''2 設 ・ 電気□OK ONO ガスロOK 口NO 水遭□OK ONO 甕 口OK 口NO

5．まとめ

5.1 "'這船は1こ魔する刊定 {「2.1外観属査Jと 「3.1内茸鯛董Jの1'll

；i :出益翌品革tmm|品ンク ＿ 9 | 出”―偏 | c,”―•
構這感体に襲する判定結果 口安全 口璽注竃 口危険 (Bうンクが

2纏以上も含(I)

S.2 ?:IT籍 ・転瓢掬に11l1する刊定 （r2.2 -2.3外餞Ill董Jと 「3.2内晒鯛董Jの和）

l i窓下檎 ・転総袖m/!(9ンクの飲 1̂ '”— • 

臼下檎 ・転倒檜に舅する判定＂覺 口安全

B 9ンクー 虐

口賣注●

Cうンク ・
ロ (Bうンクが

2債以上も含IJ)

5.3 鑢台刊霞：

s.1 讚遺帆体に111lするm 匹 l□安全

5.2 苔牲 ・転誕鞠I:
□安全

Illする1'J定い果
□聾注倉
［ 

［人り可Ill!
C 分立入り注奮

OS:分立入り箪止

E漫注憲

ロ籾立入り注憲
ロ鬱分立入n注愈

□鬱分立入り凛止

口危険

E 入り累止
ロ立入り猿止

ロ 人り纂止

ロ砂立 り纂止の高1!11.
ロ郎分立入り注輩の嗣屈 ・

1．建築物塁雙

1.1 註 集 掬 名 体

1.2 達蔓掬所四

J.3 所1f名 連絡先

l.4 遵絡者 連絡先

J.5 達築檜9U途
□庫務所 口住 宅 仁田鯖 〇 校 令 口体守鯖 E江 湯 口倉繹

〇そのfl!I( 

1.6 殿設および基準隋平而

地卜 隋搭反 階地下 隋 m 基箪階平ili_ mX

19 構這llll'I

o,-~ ン綱追 口冠かい囀遺 口況合構l11 口その灼 （

1.8 外佼U
□9スモルクル ロALC蝦 ロヵ—，，ンウォール □その陰

2.Ill査
2.1 構達饗分1:Illする震玉

l)地鑓

^’ンク

①牲聾犠瀾囲足鯰の沈下 口UK•以下

②聾物の不1il1沈下勾陀 ロ1/300以下

9）達集物全体 ｛達藁石の傾斜）

＾ランク

匹 針を生じた閉の上の ロ1/100以下

隋敗が1賢以下

四拿,~生じた隅の上の 口I/四0以下

階歌が2以上

3)構憑骨岨

＾＇ンク

①墨けの年の打罵 口なし

咋9•しゾ穀断摩 ロ幻％未潰

0往11りの検合闇および ロ接合畢の変形

難手の穀捐

① U印9員1員 口コンクリート

のひび919L

⑤ 位の布慧 □ほとんどなし

2.2非構皇茸分1:Illする調衰（内外伐Mの籟攘）

89ンク Cランク

□1如紐沿口以,, 口あるいI埠

割れ

ロI/珈超、1/100以 01/1碑

下

89ンク Cランク

ロ1/1畑 、1／訓以下 口1応瀾

DI/函絹．1/50以下 口1/50超

Bランク C9ンク

□序呻あり 口全体序屈あるいは

育 しい烏諮序屈

仁凶％以上匹＊讃 [JS(冷6以上

ロポルトの一節蹟断 口撞合llflまた1よ絹平

あるいは債合響，， の20％以上の1!1祈

eれつ

ロ伍礎コンが9ート ロ基鰻コ ンクリート

，，饗分的破膚 ，，庄這あるいはア

ンカーボルトの醜

断・ り1抜It

ロ署しい鯖が各所9こ □孔貪が各所に見ら

兒られる れる

A'ン9 8• ンク Cうンク

①内外唸などのtttげ 巳隅角115などのわ1・ D*!Iずれ・わずか 口全iiir：わたる大色

かなきれつ な剥● な8れつ • l1i外へ

のはらみだし・115

分的あるいは大a
な剥窪

ロ＊•'I'-が餃柑 •Ill閃

不餡 • 著しい績墳

D葎下の危険性があ

る．あるいは藷下

している

□汲隣以上

叩 Cl!II・窓ガ9ス 口側m,こ少々支陣と 口多くの隅角郭穀

eたす・ひび”iれ !fl・ llllllll!lll 
匹

③天JtのI±.I:9f照明2i 口なし D笛下の危険往が少

Uの落下のII!.険 しある

碑のひび割れ・ たわみ・ □なし ロ”％未ill
むくりの・r1蕉 U9111コ

ンク＇）ート を維く）

畑仕切の阻墳転倒の □鍵全 口 破損している

I磁
Rその佑 口安全 口少々危険

3,．躙査緒景

3. l 危険賓

ロ＊鴫讀損している

ロ＊餐角後

躙釦呻紋 1 ̂ ’ンクの餃 1 B9ンクの散 I Cランクの歌

構造鄭分に

潤する調査

iH鱗迫闇分に

1111する躙五

合 It

3.2 望合早淀

鯰合刊定では． Cうンクが 1つ以上あるいはB9ンクが讀責噸ll紋のμ"遠ttl.l:の場合を ［危

険」、又、すべてのllllf項目がAうンクの場合を「安全」． その他の場合を 「賣注拿」と＂定す

ることとする．

したがって．以上の調査結果から当誼建物13̀

ロ危険 ・・・・当面使用禁止

E漠注 ・・・ ・使用注憲

E 全 ・・・・綱は伎Ill可饒

l:'A定する．

3.3 注重事内 （その飽汽がついた点：l

遺惇分 ：

[ ~．直知 しての使用 E 可饒： 口使用不可
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已
（応急危険度判定結果）

この建物に立ち入らないでください。

なお、この建物に立ち入る場合には、建築士に相談し、

応急補強措置等を行った後にしてください。

注記
判定日時 平成 ［］年［□|月□日

問い合わせ先電話

または、支援本部

災害対策本部

（原 寸大 ）



兵庫票南部地震による被害状況
（平成7年6月15日11時現在 淡路県民局調査）

被害区分 単位 洲本市 津名町 淡路町 北淡町 一宮町 五色町 栗浦町 緑町 西淡町 三原町 南淡町 合計

世翡 世帯 14,885 5,623 2,543 3,290 3,000 3,075 2,754 1,793 3,767 4,602 6,512 51,844 

人［］ 人 42,624 17,034 7,464 10,889 9,802 10,432 8,477 5,900 13,435 16,695 20,847 163,599 

死 者 人 4 5 38 10 57 

命不汀明た者 人

゜誓負重傷 人 6 23 6 20 16 3 21 7 3 3 108 
傷
者 軽傷 人 38 19 51 811 146 14 25 7 2 4 2 1, 119 

全 壊 棟 17 603 327 1,034 765 186 319 18 136 18 ， 3,432 
住 世帯 17 603 327 1,034 765 186 325 18 136 18 ， 3,438 

半 壊 棟 662 893 672 1,208 736 268 459 49 177 119 69 5,312 

家 世帯 662 893 672 1,208 736 268 467 54 177 119 69 5,325 

部 棟 1,950 4,090 1, 613 878 1,682 2,552 1,622 304 513 385 370 15,959 

被 破 損 世帯 1,950 4,090 1,613 878 1,682 2,552 1,623 304 513 405 370 15,980 

床 ...I: 棟

゜害 浸 水 世帯

゜床 下 棟 1 1 

:1・ 又= • 水 世帯 1 1 

t 
公共建物 棟 1 1 1 3 

その他 棟 223 1,012 190 250 1,250 450 519 26 524 195 115 4,754 

※世帯数、人口は、兵庫県統計課 推計人口（平成6年 10月1巳現在）による。

洲本市

津名町

淡路町

北淡町

一宮町

五色町

束涌町

緑町

西淡町

三原町

南淡町

淡路島計

被災家屋全体に対する被害程度の割合
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応急仮設任宅の
建設戸数

環麟麟疇雷

゜
20 40 60 80 100 

(%) 

市町名 箇所数 戸数

洲本市 1 14 

津名町 2 260 

淡路町 2 123 

北淡町 11 600 

一宮町 17 376 

五色町 15 70 

乗浦町 13 222 

西淡町 1 4 

三原町 1 4 

合計 63 1,673 
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ク兵庫票洲1本土木事務所管内の被害状況

【公共土木施設別】．．． ・- ヽ・ （単位：件，千円）

所管名
公共士木

県災害分 町災害分 合 計
施設名

河 /II 
（ 16) （ 14) （ 30) 
151,960 160,329 312,289 

海 序し
（ 8) （ ） （ 8) 

350,777 350,777 

砂 防
（ 3) （ ） （ 3) 

35,732 35,732 

建 設 省 急 傾斜
（ 2) （ ） （ 2) 
35,985 35,985 

道 路
（ 51) (393) (444) 
602,268 2,234,140 2,836,408 

橋 梁
（ 4) （ 3) （ 7) 
94,934 111,181 206, 115 

公 園
（ ） （ 12) （ 12) 

243,158 243,158 

運 輸 省 港 湾
（ 77) （ 2) （ 79) 

3,043,770 17,126 3,060,896 

＾ 
計

(161) (424) (585) 
Cコ 4,315,426 2,765,934 7,081. 360 
※上段（ ）書き数値は箇所数を示す。

【管内市町別】 （単位：件，千円）

市 町 名 県災害分 町災害分 合 計 備 考

洲 本 市
（ 4) （ ） （ 4) 
280,419 280,419 

津 名 町
（ 22) （ 65) （ 87) 
636,374 480,665 1, 117, 039 

淡 路 町
（ 20) （ 44) （ 64) 
789,084 207,364 996,448 

北 淡 町
（ 55) (101) (156) 

1, 313, 550 777,359 2,090,909 

宮 町
（ 34) (115) (149) 

1,151,559 657,927 493,632 

五 色 町
（ 5) （ 19) （ 24) 
18,429 103,975 122,404 

束 浦 町
（ 15) （ 72) （ 87) 
530,186 671,662 1,201,848 

緑 町
（ ） （ 5) （ 5) 

6,500 6,500 

西 淡 町
（ 3) （ 2) （ 5) 
78,941 9,349 88,290 

南 淡 町
（ 3) （ 1) （ 4) 

10,516 15,428 25,944 

合 計
(161) (424) (585) 

4,315,426 2,765,934 7,081,360 

※上段（ ）書き数値は箇所数を示す。
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あとがき

このたびの未會有の大震災に遭遇し、公共土木施設についても、大きな被害を受けまし

たが、これらは今まで経験のない被災内容だけに、道路等の被災状況の把握に時間を要し

ただけでなく、広範囲におよぶ家屋の倒壊という民地上の問題もあり、不眠不休の救助作

業が先行されました。また、復旧工法の選定においては、相次ぐ余裳で地殻変動が起こり、

地下水が噴出するなど、被災の状況は益々増幅されるばかりで、 大変困惑したのが実情で

す。

このような貨重な体験を記録として後世に残し、今後の非常事態にも的確に対応するた

めの資料としても役立つよう、このたびの発刊に至ったわけです。

この作成にあたっては、復興事業に携わるなかで大変ご多忙中にもかかわらず、被災箇

所の写真等の資料を提供していただいた、当事務所の職員および被災地の各町の皆さん、

更には、資料の収集や提供および編集にお世話になりましたアジア航測株式会社の皆さん

方に深く感謝しております。

今後はこの報告書が有効に活用されることを期待すると共に、被災箇所につきましても、

一 日も早い復興をめざして、関係者一同頑張って参ります。

兵庫県洲本土木事務所工務第一課長衣川 竹男

港湾課長 藤原謙治

資料提供への謝辞

本報告書の作成にあたり、 津名町、淡路町、北淡町、 一宮町、五色町、東浦町、

ならびに土井一平氏（東浦町）、神木隆氏（洲本市）、アジア航測株式会社の関係各位

より貴重 な資料の提供を受けました。 ここに厚 く御礼申し上げます。

兵庫県洲本土木事務所

阪神 ・淡路大震災「淡路島の記録」作成委員会

委員長河野清

委員溝口裕人

小林祥宏

衣川竹男＊

小西尊法

山下隆義

西川昌一

山崎正博

森脇祥光

加藤公一

新谷和

平上豊治

中山雅夫

加藤一雄

睛山一郎

辻健二

中山治三

岡田大作

加納新次

高田弘志
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中本茂樹
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